
住宅ローンなどを利用してマイホームを新築や購入、増改築などをしたときには、一定の要件に当てはまれば、次の 
①または②のいずれか選択して住宅借入金等特別控除を受けることができます。 

このコーナーに関するご質問などは、多治見税務署（　○22 0101）または市税務課（内線171・172）へどうぞ。 

あなたが、自分や家族の病気やけがなどにより支払った医療費があるとき、次の算式によって求めた額を、医療費控
除として所得から差し引くことができます。 



多治見税務署と市では、次の方を対象に平成19年分の所得税の還付申告を受け付けます。住宅借入金等特別控除、
医療費控除を受ける方、年末調整で控除漏れのあった方、中途退職した方などはお出掛けください。 

平成19年分の所得税の確定申告書受付期間は、　2　月18
日（月）から　3　月17日（月）までです（土・日曜日を除く）。
税務署では、原則として職員による代筆は行いませんが、
職員のアドバイスにより、申告される方ご自身で申告書
を作成していただける体制を整えています。また、申告
書の提出は郵送（多治見税務署：〒507-8706　多治見市
音羽町　1　丁目35番地）または国税電子申告・納税システ
ム（ｅ-Ｔａｘ）でも可能です。 自営業の方または譲渡所得のあった方（土地・建物

などを売却された方）については、多治見税務署での
み納税相談（確定申告）を行います。そのため、市役
所にお越しいただいても申告の受け付けができません
ので、多治見税務署（申告会場：セラミックパークＭ
ＩＮＯ）へお出掛けください。ただし、申告書が完成
して提出のみの方は、市役所で提出できます。また、
自営業の方は収支内訳書の作成が必要です。 

申告で国民年金保険料の社会保険料控除を受ける場
合は、納付したことを証明する社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書（領収証書でも可）が必要となり
ますので、申告の際には必ずお持ちください。 
詳しくは、多治見社会保険事務所（　○22 0255）へ
お尋ねください。 


